（社）北海道造園緑化建設業協会認定による

　　　　植生施工管理技士資格認定制度　
１. 目　　的　　緑化植生事業に携わる者の資質の向上を目指し、植生に対する知識と技術、施工能力を高めるために常に研鑽を重ね、専門家としての自覚と自信を持てる人材を育成することを目的とする。

　　　　　　　　合わせて、植生事業従事者の資質向上による緑化植生工事の適正な施工を確保することにより、発注者を通じて国民の求める環境保全、自然の復元に寄与することを目的とする。

　　　　　　　
２. 資格名称　　１級植生施工管理技士及び2級植生施工管理技士
３. 対　　象　　植生事業従事者及び経験者を対象とする。
４. 研修等　　①基礎講座　2級植生施工管理技士の受験者を対象に実施する。

　　　　　　　　②応用講座　１級植生施工管理技士の受験者を対象に実施する。

　　　　　　　　　　　　　原則、２級植生施工管理技士資格者を対象とするが

　　　　　　　　　　　　　１０年以上の経験者も受講可能とする。

　　　　　　　　③更新講習　１級及び２級植生施工管理技士の有資格者に対して最新情報を知らせるため年1回以上実施する。
５. 資格認定　　①上記講座終了後に認定試験を実施し、標準点以上の取得者を合格とする。
　　　　　　　　②合格者には資格認定状と携帯資格者証を交付する。
　　　　　　　　③携帯資格者証は顔写真入とし、氏名、生年月日、会社名、有効期限を明記する。
　　　　　　　　④有効期限は３年とし、更新講習受講者はその時点から新たに３年
　　　　　　　　　とする。

６．届出事項　　携帯資格者証に記載された会社を退職した場合は、新勤務先を
　　　　　　　　経由し協会に届出、再発行を申請する。

７. 認定者
　　　の公表　　認定者氏名を業界紙に登載し、会報誌に掲載し発表する。
　　　　　　　　

８. 費　　用　　研修費用は有償とする。
　　　　　　　　
　　　　附　則　本制度は平成２０年３月６日に改正し、同年４月１日から運用する。

　　　　附　則　本制度は平成２０年５月９日に改正し、運用する。

